
令和3年4月1日

厚生労働大臣
ヨヰデ医薬品含帰僻に唱朧煕長１

１
） 殿

国ﾐ聿保徒 療季岸院圭 ）

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

国血論鶴1研究セニ葎国立研究俳

碑事長

菫壷毫珊建|』奇

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名）中央病院呼吸器内科副院長呼吸器内科長

(氏名・フリガナ）大江裕一郎（オオエユウイチロウ）

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講E

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4孫
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ 4胚
ノ0，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
Jb,、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るC○Iについての指導・管理の有無 有□ 4肝
J，、、 ■（有の場合はその内容： ）



令和3年4月1日

厚生労働大臣
く国専一医薬鼎f食帰騨に眉腓煕据 ） 殿
国ヰミ4呆佳 療季岸院圭 ）

刃曲醐>葎機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

1．研究事業名 がん対策推進総合研究事業

,)1-'ﾅ1階

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究2．研究課題名

3．研究者名 （所属部局・職名） 中央病院血液腫瘍科・医長

(氏名・フリガナ） 鈴木達也・スズキタツヤ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 4肝
Jb，、

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC○I委員会設置の有無 有■ 4肝
ノ､，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4脛
』0，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るC○Iについての指導・管理の有無 有□ 4脛
Jb，、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年4月1日

厚生労働大臣

(国茎医薬品食保繍生研究解長） 殿
1蓉垂l'当膣=E（ ヨニF弓操碓 ）

国立研究開発法人

理事長

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

1．研究事業名 がん対策推進総合研究事業

閏センターi

′奉垂幸一…毎一塁刀:-詞『 多｣; ！ 』房〃扉

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 国立がん研究センター東病院消化管内科・科長

(氏名・フリガナ） 吉野孝之・ヨシノ タカユキ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 ●
● ）

□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ 4雁
ノb，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
j､，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 抽号
Jb，、 ■（有の場合はその内容： ）



令和3年4月1日

ｊ一
価

臣大働労生厚

Ｉ
く

殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

国立研究廃

正田壺亨E

週K離流鮒究起：戻夢

]｣， ハノ|I

I』奇

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究2．研究課題名

3．研究者名 （所属部局・職名） 国立がん研究センター先端医療開発センター

トランスレーショナルインフォマティクス分野・分野長

(氏名・フリガナ） 土原一哉・ツチハラカツヤ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 4脛
ノ、、、

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
． ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるC○Iの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ 翻弓
ノ､，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
Jb，、 ．(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4肝
Jb，、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年4月1日

厚生労働大臣
ｌ
く

） 殿,叫 口I

）農騨医標準惇院宅

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

ヨ立研究牒

理事長

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究2．研究課題名

3．研究者名 （所属部局・職名） 国立がん研究センター束病院

総合内科／先端医療科／腫瘍内科／希少がんセンター・医長

(氏名・フリガナ） 内藤陽一・ナイトウヨウイチ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■
鉦
へ □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4厩
Jb,、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年4月1日

厚生労働大臣
く ） 殿

）

ご
臓
蔓

耐
愉

創
糊

閨
閥

ｉ
Ｉ
１
‐
總
苛
皿到機関名

所属研究機関長職名

氏名

刃立研究牒

琿事長

牌襄｜』寺

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1．研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 国立がん研究センター中央病院臨床検査科・医員

(氏名・フリガナ） 角南久仁子・スナミ クニコ

4．倫理審査の状況

(%l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ 4肝
ノb，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4肝
jb，、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年4月1日
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 医学部 ・ 教授

(氏名・フリガナ） 西尾和人 ・ ニシオカズト

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受講■ 未受講□研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 4肝
Jb，、

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ 棚き
ぴ、、、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
j，、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4悪
Jb，、 ■（有の場合はその内容： ）



令和3年4月1日
厚生労働大臣

Ｉ
Ｉ

薬品筐食鼎 ） 殿辿Lク画ロ1丁

農ｲ津医癖奉岸除=眉 ）

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

型立研究蹄

理事長

-F寺

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

2．研究課題名一がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局･職名）中央病院先端医療科 ・ 医員

(氏名・フリガナ）小山隆文 ・ コヤマタカフミ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 ●
● ）

□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
J、、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC○I委員会設置の有無 有■ 4肝
ノb，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC○Iについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4肝
J，、、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年4月1日
厚生労働大臣

Ｉ
く

＝ l 」 － 1 」
■■■

■■ ） 殿
柴ｲ建医癖禾ﾐ岸I ）

掘患蝶ヨ機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

ついては以下のとおりです。

l.研究事業名一がん対策推進総合研究事業

型立研究朧

即事長

倫理審査状況及び利益相反等の管理に

2．研究課題名一がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 東病院肝胆膵内科 ・ 医師

(氏名・フリガナ） 高橋秀明・タカハシヒデアキ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 4肝
Jb,、

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC○I委員会設置の有無 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC○Iについての報告・審査の有無 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4肝
J0，、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年3月31日

厚生労働大臣殿

慶應義塾大学

学長

機関名

所属研究機関長職名

氏名 長谷山彰 印

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1．研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名）医学部・准教授

(氏名・フリガナ） 浜本康夫・ハマモト ヤスオ

4．倫理審査の状況

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるcolの管理に関する規定の策定 有■ 無
ノ､、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCol委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るcolについての報告・審査の有無 有■ 4肝
ノ、、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るColについての指導・管理の有無 有□ 4悪
J，、、 ■（有の場合はその内容 ●

■ ）



令和ざ年2月引’
厚生労働大阪

く
） 殿

）

機関名札I幌医科大学

所属研究機関長職名 学長

氏名 塚本泰司 印

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

l .研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名）医学部遺伝医学教授

(氏名・フリガナ）櫻井晃洋・サクライアキヒロ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること：

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記粒すること，

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること‐

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の祷理

(IW意事項) ･該当する□にチェックを入れること。

・分柧研究者の所属する機関の長も作成すること

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関す~る指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

隼の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 ●
● ）

□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

､'1研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 棚f
グb,、 D(無の場合はその即1I1 : ）

》｣1研究機関におけるCOI委員会設侭の有無 有■ 4旺
J，、、 □（無の場合は委託先機関： ）

､'1研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 1胚
J，、、 □（無の場合はその理['1 ： ）

､!1研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 佃モ
ク0，、 ■（ｲT(/)場合はそり)内'存： ）



令和3年3月16日
厚生労働大臣

く
く
国専宇医薬黒子食品鮴孵辨匡 ） 殿

）

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立大学i

学長

認
次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 医学部附属病院中央検査部部長・教
蒜

(氏名・フリガナ） 中谷中・ナカダニカナメ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(XI)

審査済み 審査した機関 未審査 (※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 4脛
jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC○I委員会設置の有無 有■ 4孫
〃、、、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るColについての報告・審査の有無 有■ 4悪
J，、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無
Jb，、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）



令和3年4月1日
厚生労働大臣 殿

〃→ -』 ーI■や一一一一軸 も 且"－－－＝ー

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和 年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです＠

l.研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2．研究課題名 がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 医学部 ・ 講師

(氏名・フリガナ） 武田真幸 ・ タケダマサユキ

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当件の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるC○Iの管理に関する規定の策定 有■ 押号
〃、、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ 4肝
do，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ 4肝
Jb，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 4脛
Jb，、 ■（有の場合はその内容 ●

● ）


